
令和7年度第1回 福岡マンション管理基礎セミナー

松澤康博 一級建築士 (株)松澤建築設計事務所取締役会⾧

NPO法人福岡マンション管理組合連合会技術顧問
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⾧期修繕計画の重要性と作成のポイント

令和7年 6月21日



マンション管理適正化法改正の概要 (令和4年4月1日より施行)
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マンション管理適正化法の改正
・地方公共団体によるマンション管理適正化の推進

① マンション管理適正化推進計画制度
・国の基本方針に基づき、管理適正化の推進を図るための施策に関する事項等を定める。
(計画の作成は任意)

・マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は、管理計画を有するマンションを認定。
(福岡市も認定基準が作成されており、認定マンションも増えている)

・管理適正化のために、管理組合に対して指導、助言等を行う。

② マンション管理計画認定制度

出典：マンション管理適正化法の改正概要(国交省)

・管理方法や資金計画、運営体制等、設けられた基準をクリアすれば、地方公共団体から適切な
管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる。

・認定を受けるメリットとしては、共有部分改修時の融資資料の優遇や、固定資産税の減額等がある。

・認定を受ける事により、マンション所有者にも中古マンション購入者にもマンション管理の判断基準
が明確になるため、今後はマンション市場の評価上昇も期待できると共に｢管理不全マンション｣とな
る事を未然に防ぐ事も出来る。
(管理が不十分なマンションは、取り残されていく可能性がある)



福岡市内の分譲マンションにおける⾧期修繕計画の作成状況
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地域別比較表

⾧期修繕計画作成率地 域

70.6％福岡市

70.5％福岡県

88.4％ (令和5年度マンション総合調査)全国平均

・福岡市の分譲マンション総数 ：約5,600棟

・築40年越の高経年マンション ：約900棟 (約16％)

・10年後の築40年越マンション予測：約2,600棟 (約46％)



⾧期修繕計画
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⾧期修繕計画に係る標準管理規約の定め(一部抜粋)
■第32条(業務)

管理組合は、建物並びにその敷地及び不随施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。

一、管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において｢管理組合部分｣という。)

参考：⾧期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定国交省)

二、組合管理部分の修繕

三、⾧期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び⾧期修繕計画書の管理

■第48条(総会決議事項)

次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

五、⾧期修繕計画の作成又は変更

六、管理費等及び使用料の額並びに賦課金徴収方法

■第54条(理事会議決事項)

理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

三、⾧期修繕計画の作成又は変更に関する案

四、その他の総会提出議案

■第64条(帳簿類等の作成、保管)

２．理事⾧は、第32条第三号の⾧期修繕計画写等を閲覧させなければならない。(以下省略)



⾧期修繕計画を作成する目的
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1.マンションの資産価値と機能を⾧期に維持する
・経年劣化による、マンションの価値低下を防ぐ。

・建物の機能を適切に保全する。

・計画的なメンテナンスによるマンションの⾧寿命化の実現。

2.将来必要となるマンションの改修(改良・改善等)工事費用を把握する
・12～15年周期で実施される大規模改修工事。

・給排水管等の設備更新工事。

・突発的な修繕、補修工事。

3.修繕積立金の金額設定の根拠を明示する
・修繕積立金の妥当性を区分所有者に示す。

・積立金の値上げが必要な場合の説明資料となる。

・将来の大規模修繕に備えた適切な修繕計画の策定。

※⾧期修繕計画によって将来の工事内容やタイミングを事前に共有していく事で工事の実施をスムーズに
進めることが出来る。
(⾧期修繕計画を作成したら、その内容も含めて総会承認をとっておく事が重要)

参考：⾧期修繕計画標準様式(令和6年6月改定国交省)
⾧期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定国交省)
⾧期修繕計画作成ガイドラインコメント(令和6年6月改定国交省)



⾧期修繕計画の役割
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マンションの⾧期修繕計画は建築物を安全で快適に維持し、
且つ資産価値を保持するために重要な役割を果たすことができる。

1.建物の劣化防止と機能の維持及び向上

・建物は経年と共に、構造躯体、外壁仕上、屋上等の防水、給排水管等、設備機器が劣化していきます。
これらの部位がどのタイミングでどのような修繕が必要であるかを予測し、計画的に補修・改修工事を
実施していく事で、建物の安全性・快適性・美観等・を維持することができる。

2.資産価値の維持向上

・適切な修繕がなされていないマンションは、外観や機能の劣化により資産価値が下がる原因となります。
⾧期修繕計画に基づき計画的に実行していく事でマンションの資産価値を維持していく事ができる。

3.費用の均一化と修繕積立金の管理

・突発的な大規模修繕は住民に大きな経済的負担をもたらす事になります。
⾧期修繕計画を基に、修繕費用をあらかじめ見積もり、毎月の修繕積立金を計画的に積み立てていく事で
急な値上げや一時金徴収のリスクを低減できる。

長期修繕計画の役割



⾧期修繕計画の役割

7

4.合意形成の基盤となる

・修繕工事を行う場合、住民の合意形成が必要となります。
⾧期修繕計画に基づき｢工事の必要性｣｢工事費用｣の説明を行う事により合意形成が得やすくなる。

5.法的・社会的要請への対応

・マンション管理適正化法等による⾧期修繕計画の定期的な見直し、社会状況や最新の技術、法制度に
対応する事により適正な管理が行われている事を対外的に示す事ができる。



国交省ガイドラインにおける⾧期修繕計画
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⾧期修繕計画に盛り込むべき項目

・対象部位・設備の明確化
建物本体(屋根・外壁・バルコニー等)や共用設備(エレベーター・給排水管・電気設備等)、
敷地内施設(駐車場・屏等)を網羅して明記すること。

・修繕工事項目の明示
どの部位にどのような工事(外壁改修・防水工事・設備管更新等)が必要かを具体的に記載する。

・修繕周期と実施予定時期
各工事項目毎に、何年周期で実施するか、計画期間内のどの時点で実施するかを明示する。
(12年～15年程度の修繕周期)

・概算工事費の算出
各修繕項目毎に、将来の物価上昇等も考慮し、概算で必要となる工事費を算出する。

出典：⾧期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定国交省)

必須事項



⾧期修繕計画・修繕積立金の目安について
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修繕積立金の目安を活用するに当たっての留意点

・マンションの修繕工事は、建物の形状や規模、立地、仕上材や設備の使用に加え、
工事単価、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動して当然。
設定しようとする修繕積立金の額も変動し、高くなる。

・⾧期修繕計画作成がガイドラインに沿って策定された⾧期修繕計画はあくまでも目安であり、
今後の変動要因である。各マンションの改良、改善工事は含まれていない。

・修繕積立金の額がガイドラインの枠内に収まっていない場合は、⾧期修繕計画の内容や
修繕積立金の設定の考え方、積立方法についてチェックする事が大切となる。

出典：追補版(令和5年4月国交省)
⾧期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定国交省)
⾧期修繕計画作成作成マニュアル

・資金計画(修繕積立金の見直し)
修繕積立金の現状と将来の必要金額、積立金残高の推移予測、積立金の増額が必要な場合の根拠等、
資金面の計画を示す。

・計画期間
計画期間が30年以上かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるよう設定する。

・留意点
⾧期修繕計画は少なくとも5年毎に見直す事が推奨されている。
専門家(建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士やマンション管理士)の意見を取り入れる事も重要。



管理計画認定制度、⾧期修繕計画の認定基準
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長期修繕計画の作成及び見直し等

（１）⾧期修繕計画が「⾧修繕計画標準様式」に準拠し作成され、⾧期修繕計画の内容及び、
これに基づき算定された修繕積立金額について、集会にて決議されていること

（２）⾧期修繕計画の作成又は見直しが、7年以内に行われていること(作成ガイドラインでは5年)

（３）⾧期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上かつ、残存期間内に
大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること(12～15年サイクル)

（４）⾧期修繕計画において、将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

（５）⾧期修繕計画の、計画期間全体での修繕積立金総額から算定された修繕積立金の平均額が、
著しく低額でないこと

（６）⾧期修繕計画の計画期間最終年度において、借入金残高の無い⾧期修繕計画
となっていること

出典：⾧期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定国交省)
管理計画認定制度



修繕周期12年と15年の比較
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・最新の建築基準法に合わせて既存不適格の解消。

・耐震性能を現在の基準に引き上げる。

・段階的に二次部材（サッシ等）設備のシステム部品を更新する。

・外観のデザイン、機能性の一新。

・修繕周期を15年とするためには、材質のレベルアップも必要。
耐用年数が⾧い工法の選定等も考慮しなければならない。



⾧期修繕計画
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修繕積立金の額の目安について
1.修繕積立金の額の目安の算出方法と留意点

・修繕積立金の額の水準について、区分所有者、管理組合が判断する際の参考となるよう、
ガイドラインで｢修繕積立金の額の目安」を示している。

・⾧期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って作成された⾧期修繕計画の事例を収集・分析している。

・⾧期修繕計画の計画期間全体に必要な修繕工事費の総額を当該期間で積み立てる場合の
専有面積(㎡)当たりの月額単価として示している。

・マンションに機械式駐車場がある場合は、修繕工事に多額の費用を要するので
機械式駐車場に係る修繕積立金は別途加算する。

・計画期間全体における修繕積立金の平均額の目安(機械式駐車場を除く)

上昇率改定後１㎡平均値改訂前１㎡平均値延床面積階数

53.7％335円/㎡・月218円/㎡・月5000㎡未満

20階(15階)
未満

24.8％252円/㎡・月202円/㎡・月5,000㎡～10,000㎡

52.2％271円/㎡・月178円/㎡・月10,000㎡以上
※(20,000以上)

64.1％338円/㎡・月206円/㎡・月―20階以上

例：10階建 延床面積7,000㎡、70戸(専有面積70㎡/戸)
改訂前 70ｍ×202円＝14,140円 改定後 70㎡×252円＝17,640円

※改定後、新設された項目

出典：追補版(令和5年4月国交省)
⾧期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定国交省)



⾧期修繕計画

13

修繕積立金の積み立て方式

①均等積立方式

⾧期修繕計画の作成時や見直し時に、⾧期修繕計画の期間中の積立金の額が均等となるように設定する方式

②段階増額積立方式

当初の積立金を抑え、段階的に積立額を値上げする方式

・修繕積立金の額は、経過期間全体に渡り大幅な資金不足とならないよう検討する必要がある。
将来に渡って安定的な修繕積立金を確保する観点からは均等積立金が望ましい。

・新築当初に段階的に増額する積立方式を採用しているマンションは、計画の見直しにより
作成当初に想定していた修繕積立金の増加額からさらに増加する可能性が高いので留意が必要である。



⾧期修繕計画 改良、改善項目の検討 (外壁)
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外壁の外断熱改修

・建物の外壁を断熱材で覆うことにより、建物の熱伝導を防ぎ、室内環境を快適にする改修工事。
(同時に屋根の外断熱化・床下の外断熱化も行うとさらに効果が期待できる。)

メリット

1.断熱性能の向上

・外壁に断熱材を施すことで外気による暑さや寒さを軽減し、快適な室内環境を実現する。

2.冷暖房効率の改善
・断熱性能が向上することで、冷暖房のエネルギー消費量を抑える事が出来る。

3.建物の⾧寿命化

・外断熱工法は、コンクリ―トの中性化を抑制し、建物躯体の劣化を防ぐ。

※補助金制度について
外壁外断熱改修には、国や自治体の補助金制度が設けられている場合がある。
例：｢次世代住宅基準｣や、｢住宅リフォーム推進事業｣等



15
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改修、改善の検討項 目

・耐震診断、耐震改修 IS値0.6以上耐震性の向上

・スロープ、手スリの改修、改善
・エレベーターの改修、エレベーターの新設バリアフリー

・オートロックの設置
・防犯カメラの設置
・敷地内、建物内の死角を無くす 植込、階段等

セキュリティ

・屋根の断熱防水改修
・外壁の外断熱改修
・ドア、サッシ等建具の断熱、防音、改修 (結露の問題)
・2025年4月施行の改正建築物省エネ法により、原則として新築建築物に対して
省エネ基準への適合が義務化された。

省エネルギー

・太陽熱、風力発電
・雨水利用、屋上緑化エコロジー対応

・IT化、IOT化
・駐車場、駐輪場の増設、宅配BOXの設置
・電気容量のアップ(IH、床暖房等)

利便性

・給水方式の変更(直結増圧方式等)
・ドア、サッシの更新
・集会室、防災倉庫の増設又は新設

性能の向上

・エントランスの改修 (照明器具、集合郵便受け等)
・外観の改修(高層マンションの外壁タイル貼の問題)デザインの向上

⾧期修繕計画 改良、改善項目 (建物全体)



⾧期修繕計画 改良、改善項目の検討 (設備)
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改修、改善項目の検討設備工事項目

・給水管・給水装置・給水設備の改修、改善(システム・材質の更新)、直結増圧方式等
・受水槽・高架水槽の耐震工事、改修による撤去
・給水ポンプ等の防振・防音工事
・受動機の改修・改善

①給水設備改修

・雑排水管・汚水管の更新
・排水能力の改修、改善
・排水システムの改修、改善
・排水管掃除口の新設・増設・更新

②排水設備改修

・機器類及び配管の材質、配管サイズの改修、改善、更新による供給能力の向上③消火設備改修

・ガス管の更新(耐腐食性、耐震性)(ポリエチレン管)④ガス管改修

・給湯管の更新(樹脂管)、ガス機器システムの更新⑤給湯設備改修

・共用配管カバーの更新、共用廊下側へのエアコンスリーブ・室外機置場の更新⑥冷暖房設備改修

・電灯幹線の引込数の増加、低圧引込から高圧引込への変更・幹線改修・トランスの
増設による容量増設等改善工事⑦電灯幹線・動力設備改修



⾧期修繕計画 改良、改善項目の検討 (設備)
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改修、改善項目の検討設備工事項目

・照明器具の性能・デザインの改修、改善、LED照明器具への取替え
・自動点滅器による点灯・消灯方式への変更、防犯灯、防犯カメラの新設、増設⑧照明器具

・MDF盤・IDF盤のセキュリティ対策の為の改修、改善
・インターネット接続環境の整備、新設
・ホームオートメーションシステム(ホームセキュリティシステム等の改修、改善)

⑨情報通信設備

・双方向システムの導入等に伴う同軸ケーブルの性能の改修、改善
・高度な受信形態に適したテレビ配線システムへの改修、改善⑩テレビ共聴設備

・誘導灯の改修、改善、放送設備の改修、改善⑪防災設備

・エレベーター性能の改修、改善
・マシンルームレスエレベーターへの取替
・エレベーターシャフトの耐震補強
・地震時エレベーター自動診断・復旧システムの改修、改善

⑫エレベーター設備
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窓サッシの改修

・国交省調査によると近年新築住宅に最も多く採用されているのは｢アルミ樹脂複合サッシ(67.5％)｣で
次いで多いのが｢オール樹脂サッシ(22.3％)｣、最も少ないのが｢アルミサッシ(10％)｣です。

・断熱性能の比較
アルミサッシ→アルミ樹脂複合サッシ→樹脂サッシ

・気密性能・防塵性能の比較
アルミサッシ→アルミ樹脂複合サッシ→樹脂サッシ

・耐久性・耐候性
樹脂サッシ→アルミ樹脂複合サッシ→アルミサッシ

・開閉の操作性
樹脂サッシ→

出典：国交省｢脱炭素社会に向けた住宅、建築物の省エネ対策等のあり方検討会｣ヒアリング資料
※2025年4月から住宅を含む全ての新築建築物に｢省エネ基準(平成28年度基準)｣適合が義務化される。



⾧期修繕計画 改良、改善項目の検討

20

外部廻り開口部(窓サッシ、玄関ドア等)の断熱改修

・経年マンションでは、断熱性能が低い事例が多い為、外部廻り開口部の断熱改修を行う事により
省エネ効果を高めることが出来る。

出典：公益財団法人マンション管理センター ｢マンションの省エネ改修｣より
国交省 ｢脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会｣ヒアリング資料
※2025年4月から住宅を含む全ての新築建築物に｢省エネ基準｣適合が義務化される(建築物省エネ法改正)
具体的には、以下の2つの基準を満たす必要がある。
・断熱等性能等級4以上
・一時エネルギー消費量等級4以上

・窓サッシの改修事例としては、カバー工法・内窓設置・ガラス交換等がある。

・カバー工法は、既存サッシの枠を残し、その上に新規サッシ枠を取付ける工法で
開口寸法が少し縮小するが、工事がほぼ一日で完了する。

・ガラスは日射熱を抑えるLow-Eガラスを用いて複層ガラスとし、サッシ部分は樹脂を用いることで
断熱効果を高める事が出来る。

・サッシ改修により、断熱性が向上するほか、気密性、防音性が高まる。

・玄関ドアの改修も、カバー工法により既存のドア枠を撤去することなくその上から
断熱性、気密性、遮音性の高いドアに改修することが出来る。
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住戸玄関ドアの改修(カバー工法)

出典：マンションリフォーム推進協議会
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住戸玄関ドアの改修(カバー工法)

出典：マンションリフォーム推進協議会

・耐震、断熱、耐塩仕様
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窓サッシの改修

出典：マンションリフォーム推進協議会

複層ガラス Low-E複層ガラス

・複層ガラスには、より断熱性を高めたLow-E複層ガラスもあります。
これは空気層側に熱を伝えにくい特殊金属膜を持ち、室内側の冷暖房熱を外部に逃がしにくくした
高断熱の複層ガラスです。
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窓サッシの改修(カバー工法)

出典：マンションリフォーム推進協議会
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ガイドラインでは、⾧期修繕計画の様式フォーマット例が示されている。
一般的には以下の構成が推奨される。

1.表形式での計画等

・年度毎(又は数年毎)に、実施予定の修繕内容と工事費をまとめる。

・横軸に年度、縦軸に工事項目や対象部位、各年の費用を記載する。

2.賃金収支シュミレーション表

・修繕積立金の収入、支出、残高の推移を一覧できる形式とする。

3.備考欄、補足説明

・計画策定の根拠や、特殊な事情(例：法改正、技術の進歩、災害リスク等)があれば補足説明を記載する。
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出典：⾧期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定国交省)

■建物の老朽化
築40年を超えるマンションでの物理的な問題
1.コンクリートの中性化による構造的劣化
2.配管設備の老朽化と交換の必要性
3.外壁や屋上防水の大規模修繕の頻度増加
4.エレベーター等共用設備の更新需要

■居住者の高齢化
築40年を超えるマンションでは世帯主が70歳以上の住戸の割合が5割を超えている。
1.管理組合の役員のなり手不足
2.総会運営や集会決議の困難化
3.修繕積立金の値上げに対する抵抗
4.高齢者の単身化による空き住戸の増加

■建物や設備の状況の変化、及び技術革新等により、一定期間ごとに計画を見直す必要がある。
見直しには、修繕工事の適切な工事内容、工事費用や工事の実施時期の見直しが含まれる。
又、この工事費用の見直し結果は、修繕積立金の積立金に影響する。

■建物や設備の調査と診断を含めて⾧期修繕計画の作成や見直しを行う事により、
建物や設備、外構等の状況を把握し、理解することが出来、改めて行うべき修繕工事の内容や時期を
適切に決めることができる。また現行の修繕積立金の積立額が妥当かどうか検証することができ、
積立額が妥当かどうか検証することができ、積立金を増額する時の検討資料とすることもできる。
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出典：⾧期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定国交省)

⾧期修繕計画見直しの手順

・⾧期修繕計画の見直し及び修繕積立金の設定の手順(例：見直しを単独で行う場合)

■ 発意(理事会等)

■ 理事会・専門委員会等による検討 (⾧期修繕計画の見直し事項等)

総会決議 (見直しの実施、専門家の選定)

専門家への依頼 (業務委託契約)

調査・診断の実施 (設計図書等の資料調査、現地調査)

⾧期修繕計画及び修繕積立金の額の見直し (マンションのビジョンの検討)

区分所有者への事前説明会

■ 総会決議 (⾧期修繕計画及び修繕積立金の額の見直し)

■ ⾧期修繕計画(総会議事録)の配布

■ 保管
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■老朽マンションの再生を進めやすくするため、売却や取り壊しに必要な条件を
｢所有者全員の同意｣から｢5分の4の賛成｣に緩和

■外壁崩落の恐れがあるなど危険なマンションの管理組合に補修を勧告できるようにするなど、
自治体の権限も強化する。

■これまで5分の4の賛成で実行できるのは建替えだけで、それ以外の再生手法には原則全員の同意が必要
だった。相続や転売で一部の所有者と連絡が取れなくても、建物と敷地の一括売却や、内外装を一新する
｢1棟リノベーション｣も行えるようになる。

改正後現在項目

5分の45分の4建て替え

5分の4全員取り壊し・売却

3分の25分の4大災害被災時

4分の3－耐震性などに問題

集会出席者の過半数所有者の過半数共用部の修繕

・建替えなどに必要な同意・賛成の数

出典：※法務省・国土交通省の資料による
※2025年5月24日付西日本新聞より一部抜粋
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終りに

■⾧期修繕計画や見直しを適切に行い、計画に基づき修繕工事や改修、改善工事を計画的に実行していく
事により、良好な住環境が維持できると共に、マンションの資産価値を高めることができる。

■実際の修繕周期や費用等は変化するので、定期的に(5年程度毎)に⾧期修繕計画の見直しが必要となる。
旧耐震のマンションのように耐震調査診断、耐震改修工事が見込まれる場合は費用な予算を計画的に
積立ておく必要もある。

■マンションの｢住環境｣や｢資産価値｣を高めていくためにも、ガイドラインの認定基準以上の
｢⾧期修繕計画｣や｢修繕積立金｣を目標として見直しを進めていく事が重要。

■最近は｢管理計画認定制度｣の認定を受けるマンションが増えており、マンション評価の判断基準が明確と
なるため、将来的には｢既存マンションの公正な評価基準｣の主力となる事が期待されている。



ご清聴ありがとうございました


